
 

 

○９番（河内優子）（登壇） 皆様

こんにちは。公明党議員団の河内優

子でございます。 

 通告に従いまして、質問させてい

ただきます。 

 初めに、市政運営について質問さ

せていただきます。 

 市民の皆様の大きな期待の下、古

川市長は、常に挑戦するまち、目指

せ愛媛ナンバーワンのまちづくり、

そして、笑顔あふれる人に優しいま

ちづくりの３つをまちづくりのテー

マとして掲げ、市政運営をスタート

されました。市長に就任されてよ

り、精力的に多くの現場に足を運ば

れ、地域行事や市民の皆様との対

話、各種団体、事業者の皆様の声に

耳を傾け、現状や課題を把握され

て、対策を講じてこられたことと思

います。現場の声を聞き、市民の皆

様との対話を何より重視すること

は、一番大切な政治姿勢だと思いま

す。休日も関係なく、精力的に国へ

の要望などに足を運ばれ、活動を続

けてきた前向きな姿勢に対し、敬意

を表します。市長に就任されてよ

り、１年の活動を通して、改めて新

居浜市の現状や課題を認識されてい

ることもあると存じます。 

 そこで、激動の１年を振り返り、

この１年の総括、自己評価について

お伺いします。 

 就任２年目に向けた決意と、特に

強く遂行したい施策についてお伺い

します。 

 古川市長は、スマートシュリン

ク、賢く縮むという言葉をよく使わ

れます。人口が減っても、市民幸福

度向上や市民の皆様が将来に希望を

持つことができ、新たな時代に適応

できる新居浜市を目指す必要がござ

います。 

 現在、将来のまちづくりの指針と

なる第六次新居浜市長期総合計画の

見直しを図られている途中と存じま

す。新居浜市のホームページを拝見

しましたが、長期総合計画の中間見

直しに当たり、外部有識者で構成す

る新居浜市長期総合計画審議会を設

置し、これまでに計３回、会議を開

催されているようです。会議の議事

録を確認しましたが、教育、福祉、

経済分野の８名の委員が非常に積極

的に御発言されており、外部の委員

からの建設的な意見を踏まえ、着実

に見直し作業が進んでいるようにう

かがえました。特に印象に残ったの

は、会長を務める松山大学東渕先生

の御発言で、なぜ総合計画を策定す

るのかと言えば、市民の幸せのため

である。ＳＤＧｓは2030年を目標と

した取組であるが、その次はウェル

ビーイングの時代だと言われてい

る。今回の計画見直しにおいても、

その点をしっかり意識する必要があ

るとおっしゃられていました。たと

え人口が減ったとしても、市民一人

一人が幸せを感じられるまちづく

り、ウェルビーイングの実現を目指

した取組が今後重要になってくると

思います。 

 そこで、お伺いいたします。 

 スマートシュリンクの方針を反映

して、計画の変更や見直しをした事

業がございましたらお示しくださ

い。成果指標や目標値の大きな見直

しがありましたら、教えてくださ

い。 

 次に、物価高騰対策について質問

をさせていただきます。 

 昨今のエネルギーや食料品価格等

の物価高騰により、依然として家計

の負担は大きく、市民生活は大変厳

しい状況にあります。市民の皆様か



 

らは、急激な物価高騰による生活の

苦しさや将来への不安をよくお聞き

します。スーパーに買物に行くたび

に、ほとんどの食料品が値上がりを

続け、節約を重ねても限界にきてい

る現状があります。米の高騰をはじ

め、食料品、日用品、光熱費の支出

が増える一方で、賃金、年金は物価

に見合った水準に満たない状況であ

ります。新居浜市は、こうした声に

正面から向き合い、市民に寄り添

い、生活を支える対策をしっかり講

じていく必要がございます。 

 このような状況の中、新居浜市で

は、国の物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金を活用し、市民応援

あかがねポイント還元キャンペーン

を実施されています。還元率は20％

にて、民間企業との連携により、持

続可能な域内経済循環の創出を図ら

れています。あかがねポイント還元

事業も回数を重ねるごとに、市民の

皆様に認知されて、利用される方も

増加していると見られます。しかし

ながら、スマートフォンをお持ちの

方は、このキャンペーンを利用し、

お得にお買物ができますが、スマー

トフォンをお持ちでない方や使いこ

なせていない方は、この事業の恩恵

を受けることができません。また、

スマートフォンを持たない方が利用

できるカードがございましたが、こ

の10月にて取りやめになっていま

す。高齢者の方にこの取組を伝えて

も、自分たちとは関係ないと他人事

のような反応をされます。 

 この物価高騰の影響を受けていな

い方は一人もいなく、市民全ての方

が大きな影響を受けています。この

ような状況の中、生活支援を重点に

置く施策は、最も公平に遂行される

べきものだと考えます。 

 那覇市では、那覇市プレミアム付

商品券なはんちゅＰＡＹを発行しま

した。商品券の発行総額は28億円

で、そのうち約７割を電子商品券と

し、残り約３割は電子商品券を購入

できない方向けに、ＱＲ付紙商品券

として発行します。プレミアム率は

電子商品券が30％、ＱＲ付紙商品券

は20％となっており、電子商品券の

還付率を高くし、紙商品券との差を

つけて、なるべく電子申請が進むよ

うに取組をされていました。還付率

の差をつけたことによる市民の方か

らの批判はなく、利用できるだけあ

りがたいとの声が多かったようで

す。 

 商品券の執行率は99％と高い利用

率となっています。電子と紙に分け

ることで、市民の方に広く利用され

ていると考えます。 

 そこで、今後、国による物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金の

交付が講じられると思いますが、ど

のような支援をお考えになります

か。 

 小野志保議員より提案がありまし

た、おこめ券や商品券の支援も有効

と思いますが、お考えをお伺いいた

します。 

 また、今後もあかがねポイントを

使い、生活支援を検討されるのでし

たら、年代を絞り、70歳以上の方に

向けて新規スマートフォン購入助成

事業を始める必要があると考えます

が、新居浜市のお考えをお伺いいた

します。 

 次に、ふるさと納税について質問

させていただきます。 

 ふるさと納税の制度は、自分の生

まれたふるさとや応援したい自治体

に寄附ができる制度で、大都市に集

中しがちな税収を地方にも分配し、



 

 

地域活性化を促進するという目的が

あります。 

 ふるさと納税拡大のため、啓発、

ＰＲ活動に御尽力いただいている状

況ですが、新居浜市のふるさと納税

寄附額は残念ながらそれほど伸びて

いない現状があります。 

 本市の状況は、市のふるさと納税

収入額よりも、市民が他市に寄附し

たことによる市民税控除額が上回り

ました。国からの75％の交付税補填

により、新居浜市の実質税収減は約

6,700万円とお聞きし、ふるさと納

税金額を向上する必要があります。

大切な財源の一つになり得るふるさ

と納税の活用は、喫緊の課題だと考

えます。 

 そこで、１点目に、新居浜市のふ

るさと納税における直近３年間の寄

附額と件数の推移についてお示しく

ださい。 

 また、それらを近隣自治体や類似

団体と比較した際、本市が抱える主

な課題は何であると認識されていま

すか、お伺いいたします。 

 そして、ふるさと納税は、単なる

返礼品としてだけでなく、新居浜市

の魅力を全国にアピールする広報ツ

ールの役割や寄附者が新居浜市に来

訪するきっかけとなる関係人口の創

出ツールとしての役割もあります。 

 大阪・関西万博での太鼓台派遣に

より、新居浜太鼓台の認知度は向上

し、全国に新居浜市をアピールする

ことができ、大きな成果につながっ

たと実感しています。この機運を一

過性に終わらせることなく、持続可

能な本市の財源にするために、新居

浜太鼓祭り体験ツアーや別子銅山の

近代化産業遺産群などの観光資源

と、別子山地域をはじめとする近隣

市との豊かな自然を結びつけた登山

体験、周遊型観光を推進し、ふるさ

と納税返礼品に取り組むことはいか

がでしょうか。 

 そこで、２点目に、新居浜市なら

ではの魅力を打ち出すための具体的

な取組を教えてください。 

 白芋の特産品と登山体験型、スト

ーリー性のある返礼品開発につい

て、本市のお考えをお伺いいたしま

す。 

 次に、現地決済型のふるさと納税

について質問をさせていただきま

す。 

 現地決済型ふるさと納税は、従来

のふるさと納税と異なり、旅行や出

張などで実際に自治体を訪れた際、

その場で寄附を行い、即座に使える

３割分の電子クーポンやポイントを

受け取ることができる新しい寄附の

仕組みです。旅行や出張で訪れた方

が、その地域だけで使える電子ポイ

ントを受け取ることで、地元業者の

売上げに反映でき、地域内での経済

循環を促進することができます。 

 また、使用期限があるため、新居

浜市へのリピート客の増加も期待で

きます。地域の魅力を直接体験しな

がら、自治体を応援できるため、寄

附者と地域とのつながりが強くな

り、ファンの獲得を目指すこともで

きます。近年、導入する自治体が増

加しているようです。 

 新居浜市では、年間観光入込客数

約220万人で、その大半はビジネス

出張客とお聞きしています。この出

張でお越しいただいたビジネス客の

方を現地決済型のふるさと納税を利

用して、お得に地元業者の方を活用

していただいてはいかがでしょう

か。ビジネスホテルの部屋に、ふる

さと納税の説明書や利用できるお店

の案内などは大変魅力的だと思いま



 

す。 

 そこで、３点目に、現地決済型の

ふるさと納税を導入することについ

て、本市のお考えをお伺いいたしま

す。 

 次に、福祉行政についてのうち、

がん対策について質問させていただ

きます。 

 がんは早期発見、早期治療につな

がれば、約９割の方が治る時代とな

ってきました。実際にがんに罹患

し、治療を始めると、手術、放射線

治療、抗がん剤治療などを受けるこ

とになります。そのため、がん治療

の影響で外見が変化し、社会生活を

送る中で大きなストレスを感じ、き

つい治療と外見の変化により、精神

的に落ち込む患者さんが多くいらし

ています。 

 疾病を抱え、治療を継続しつつ、

安心して社会活動を送るために、ア

ピアランス、外見の変化に関しての

支援も必要と考えます。変化する自

身の外見から、がんであることを常

に意識させられる苦痛、恐怖心を少

しでも取り除き、自分らしく生きる

サポートがアピアランスケアである

と定義されています。 

 2022年４月末の調査では、全国で

307自治体、17.9％がウイッグ、胸

部補整具等の助成制度を導入してお

り、助成額は１万円から３万円の助

成が最も多くなっています。お隣の

西条市が、令和３年４月１日に、西

条市がん対策推進条例を施行し、同

時に令和３年４月１日以降に購入し

たウイッグまたは胸部補整具の助成

を開始いたしました。 

 そこで、１点目に、新居浜市にお

いても、アピアランスケアである医

療用ウイッグと胸部補整具助成につ

いて、西条市と同等の基準で助成を

行った場合、その助成に係る費用を

お伺いします。 

 黒田議員、片平議員から以前、要

望がありましたが、自分らしく社会

生活を送りたいと願う市民の方にア

ピアランスケア助成事業を早期に開

始していただきたいと考えますが、

本市の御所見をお伺いいたします。 

 がん医療の進歩を背景に、体に負

担のかからない治療が可能となり、

がんと共に生活し、働くことができ

る方が増えてきましたが、治療と仕

事との両立に課題を抱えている労働

者も少なくありません。治療に関す

る職場の理解が得られない等の理由

で悩み、退職を申し出る方もいま

す。近年、定年延長が増加し、がん

に罹患する労働者の増加の可能性も

あります。がんになった従業員が働

き続けることができるよう、相談支

援が必要だと考えます。 

 厚生労働省では、事業所における

治療と仕事のガイドラインが設けら

れており、企業側が従業員を支える

取組を紹介しています。仕事復帰プ

ランの作成の案内があり、経済的負

担を心配する従業員の方には希望を

持つことができるのではないかと考

えます。 

 そこで、２点目に、がん治療と仕

事の両立に悩んだときの相談窓口や

企業にがん治療と仕事の両立サポー

トブックの冊子を案内して、サポー

トの手引きに利用していただくこと

はいかがでしょうか。本市のお考え

をお伺いいたします。 

 次に、男性産後鬱支援について質

問させていただきます。 

 近年、男性の育児休業、企業社会

における父親への支援が推進される

ようになり、男性が育児に関わり、

父親としての子供の成長に向き合え



 

 

る喜びを実感し、親としての責任を

果たすことができる環境整備が進め

られております。2023年度には、男

性の育休取得率が初の３割に達しま

した。 

 こうした中、育児中の男性が産後

鬱を発症する問題が顕在化していま

す。国立成育医療研究センターが

2020年に発表した調査では、１歳未

満の子供がいる夫婦のうち、メンタ

ル不調のリスクがある割合は、父親

11％、母親10.8％とほぼ同じで、

10人に１人が産後鬱になる可能性が

あることが分かりました。母子への

支援だけでなく、母子を支える父親

のケアも大事な課題になります。国

立成育医療センターの竹原健二政策

科学研究部長によると、産後鬱を発

症する原因は、育児への不安や家族

関係の変化など様々で、男女で共通

しているのが、男性の場合、仕事と

の両立で調子を崩しやすい、真面目

で優しく、妻を大事にする思いが強

い男性は、より注意が必要で、仕事

も育児も頑張り過ぎて追い込まれ、

心身ともに限界を超えてしまう事例

が多いようです。 

 また、発症しやすい時期は、母親

の場合、出産後２週間から１か月に

ピークが来るが、父親は産後数か月

以降が多いようです。離乳食の用意

や夜中のミルク対応など、父親でも

できる育児が増え、負担が集中する

ことが要因のようです。 

 令和３年２月に閣議決定された成

育医療等基本方針における現状と課

題の一つに、父親の孤立が挙げられ

ており、出産や育児に関する相談支

援の対象に父親も含めるなど、父親

の孤立を防ぐ対策を講ずることが急

務であるとされております。 

 そこで、お伺いいたします。 

 １点目に、男性の育児参加を進め

ていく中で、父親の産後鬱につい

て、どのように認識をされています

か。そして、支援対象を母子だけで

なく、父親にも焦点を当てた産後鬱

対策が必要と考えますが、本市のお

考えをお聞かせください。 

 ２点目に、父親向けパンフレット

を活用し、父親の産後鬱の可能性に

ついて触れ、育児疲れ、困り感が相

談できる支援体制についてお伺いい

たします。 

 ３点目に、国立成育医療研究セン

ターが作成した父親支援マニュアル

を、にいはま子育て応援ブックすく

すくに掲載することや市のホームペ

ージに掲載し、周知啓発を図ること

が必要と考えますが、お考えをお伺

いいたします。 

 次に、健康マージャンについて質

問をさせていただきます。高齢者の

方が健やかに暮らし、活躍できるま

ちづくりのためには、高齢者自身が

いつまでも心身ともに健康で、生き

がいを持って暮らし続けていただく

ことが重要であります。そのために

も、体や頭を動かす機会の創出や交

流の場の存在などが大切と考えま

す。 

 健康マージャンは、一般社団法人

日本健康麻将協会が普及を進める、

賭けない、飲まない、吸わないを前

提に、脳の活性化や交流を目的に行

う健全な頭脳スポーツです。記憶

力、判断力、計算力、集中力などを

必要とするゲームで、頭の体操にな

ります。また、手先を使うことで指

先の運動が脳への刺激になり、特に

高齢者にとっては、認知症の予防に

なることが期待されています。賭け

をしないため、誰でも気軽に参加で

き、仲間と楽しく会話をしながら過



 

ごせ、孤独を防ぐ効果があると考え

ます。高齢者の地域コミュニティー

活性化、フレイル予防、多世代間交

流など、様々な効果が期待され、文

化庁が主催する国民文化祭や厚生労

働省が主催する全国健康福祉祭、ね

んりんピックの正式種目にも採用さ

れています。 

 また、新居浜市と都市間交流協定

を締結している大府市では、2024年

２月に、市民の健康増進や市民サー

ビスの向上を図ることを目的とし

て、明治安田生命と健康増進に関す

る連携協定を締結し、健康マージャ

ンを通して、高齢者の生きがいと健

康づくりにも取り組まれています。 

 健康マージャンの普及は、高齢者

の元気、生きがいづくりに寄与する

こと、認知症対策、孤独防止対策に

もつながることから、新居浜市にお

いても健康マージャンを各校区にて

普及させていただきたいと考えま

す。 

 そこで、健康マージャンを各校区

にて普及させることについて、新居

浜市の御所見をお伺いいたします。

高齢者施設や公民館に、マージャン

テーブルやマージャンパイなどの備

品を整備することで、気軽に楽しめ

る環境づくりが必要と考えますが、

お考えをお伺いいたします。 

 次に、ＬｉＤ、聞き取り困難症、

ＡＰＤ、聴覚情報処理障害について

質問をさせていただきます。 

 ＬｉＤ、ＡＰＤは、一般的な難聴

とは異なり、聴力検査では正常な結

果が出るにもかかわらず、音や声を

言葉として聞き取ることが難しい中

枢性の難聴の一つです。ＬｉＤ、Ａ

ＰＤの当事者は、音が耳に入って脳

に伝わる過程は正常ですが、脳での

言語処理に問題があり、音声を言葉

として理解することが困難です。例

えば、雑音が多い環境や複数の人が

同時に話している状況では、聞き取

りにくさが顕著になります。また、

テレビや映画の字幕がないと内容を

理解しづらい、授業のときに先生の

声を理解しにくいことがあります。 

 ＬｉＤ、ＡＰＤの当事者は、聴力

検査で異常がないため、本人の気の

せい、努力不足などの言葉で片づけ

られ、周囲の理解が得られず、生き

づらさを感じている方が多く存在す

る問題があります。現状では、総人

口の約１％が、ＬｉＤ、ＡＰＤの影

響を受けていると推定されており、

特に小児に対する公的支援、行政か

らの情報発信が不足していると言わ

れております。 

 国においては、令和６年３月に、

国立研究開発法人日本医療研究開発

機構における障害者対策総合研究開

発事業により、ＬｉＤ、聞き取り困

難症、ＡＰＤ、聴覚情報処理障害、

診断と支援の手引きの作成が取り組

まれております。 

 また、地方自治体では、大仙市で

は、ＬｉＤ、ＡＰＤを御存じですか

とホームページに掲載し、周知を図

り、診断チェックリストを用いて、

ＡＰＤの可能性を推察できるように

なっております。新居浜市でもこの

ような取組が必要だと考えます。 

 そこで１点目に、市民の皆様や職

員の方々に理解を推進するため、周

知方法やＬｉＤ、ＡＰＤに関する研

修について、お考えをお伺いいたし

ます。市の広報紙、公式ＬＩＮＥ、

ホームページ、ＳＮＳを活用し、情

報発信を行い、公共施設や学校にポ

スターの掲示など、市民の皆様に周

知を図ることはいかがでしょうか、

お伺いいたします。 



 

 

 そして、当事者の方々は、日常生

活やお仕事で、様々な困難に直面し

ています。具体的に会話を何度も聞

き返すことや聞き間違いが多いた

め、対人関係でのストレスが増えま

す。これらの困難は、周囲の方々に

は理解しにくい場合が多く、当事者

の自己肯定感の低下、孤立感の原因

となっています。 

 そこで２点目に、ＬｉＤ、ＡＰＤ

の障害の方の合理的配慮について、

市としてどのような合理的配慮をお

考えでしょうか、お伺いいたしま

す。 

 また、通常学級に在籍する健聴児

の中にも、実態として１％程度、Ｌ

ｉＤ、ＡＰＤの児童生徒が存在する

ことが分かってきており、これは一

般的な難聴児の比率と比べて、高い

数字が出ています。 

 一般的に広く知られていない病気

のため、早期発見、早期支援の必要

な発達段階の子供たちの中には、実

際に診断を受けている方が少ないの

が現状です。授業にて、ＬｉＤ、Ａ

ＰＤについて学習することにより、

クラスメートの聞き取り困難症の理

解を促進することができると思いま

す。 

 そこで３点目に、ＬｉＤ、ＡＰＤ

について、教職員の方々や児童生

徒、保護者に対し、啓発や理解増進

を図っていく必要があると考えます

が、本市のお考えをお伺いいたしま

す。ＬｉＤ、ＡＰＤに関するパンフ

レットやガイドブックを配布するこ

とや、教職員の方々に対し、Ｌｉ

Ｄ、ＡＰＤに関する専門的な研修を

実施し、適切な支援方法を学ぶ取組

を進めていただきたいと考えます

が、お考えをお伺いいたします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。古川市長。 

○市長（古川拓哉）（登壇） 河内

議員さんの御質問にお答えいたしま

す。 

 市政運営についてでございます。 

 昨年11月の市長就任から、約１年

が経過いたしましたが、私は現場主

義とスピード重視を基本姿勢に、市

政運営に取り組んでまいりました。 

 この方針に基づき、全校区で開催

したまちづくりタウンミーティング

では、地域ごとの実情や課題を把握

することができ、市政に対する市民

の御意見や御期待を強く受け止めた

ところでございます。 

 また、市長公約として掲げた施策

につきましても順次着手しており、

これまでにいはま営業本部を設置

し、トップセールスによる営業活動

に取り組むほか、あかがねラーケー

ション制度の運用を開始いたしまし

た。 

 さらに、本市とゆかりのある著名

人との連携によるシティープロモー

ションを実施し、テレビ放送を活用

した市政広報番組の制作、放送、大

阪・関西万博への太鼓台派遣を含む

イベント実施など、新居浜市の魅力

発信に努めてまいりました。 

 加えて、新たな環境整備として、

小中学校体育館等への空調整備やこ

ども・子育て複合施設の整備に向け

た取組にも着手し、様々な企業等と

の連携協定による官民連携体制の強

化を図ってまいりました。 

 こうした活動を通じて、市議会の

皆様の御協力も得ながら、円滑かつ

着実な一歩が踏み出せたと自己評価

をしております。 

 次に、就任２年目に向けた決意

と、遂行したい施策についてでござ

います。 



 

 就任２年目におきましても、引き

続き市のセールスマンとして先頭に

立ち、自ら動き、発信する姿勢を貫

いてまいりたいと考えております。

また、財政基盤の確立や未着手の公

約についても、積極的に、かつスピ

ード感を持って取り組んでまいりま

す。 

 次に、長期総合計画の変更点につ

いてでございます。今回の中間見直

しにおいては、急激な人口減少傾向

を踏まえ、2030年の将来目標人口を

下方修正することといたしました。

また、将来的な人口減少を前提に、

スマートシュリンクの方針を反映

し、公共交通や上下水道などの生活

インフラの需要見通し、公営住宅の

必要戸数、ごみ処理施設の必要処理

能力などについて、関連する基本計

画の取組方針や成果指標の見直しを

行っております。 

 本市といたしましては、人口減少

問題への対応として、引き続き、

国、県とも連携し、必要な対応策を

講じてまいります。 

 また、人口規模のみを追い求める

のではなく、市民一人一人が新居浜

で暮らしてよかったと実感できるよ

う、生活の安心、安全の確保と、身

近な公共サービスの維持、向上に努

め、市民幸福度、河内議員さんの質

問にもありました、ウェルビーイン

グの向上を目指して、市政運営に取

り組んでまいります。 

 以上、申し上げましたが、他の点

につきましては、関係理事者からお

答えさせていただきます。 

○議長（田窪秀道） 竹林教育委員

会事務局長。 

○教育委員会事務局長（竹林栄一）

（登壇） 聞き取り困難症、聴覚情

報処理障がいについてのうち、教職

員や児童生徒、保護者に対しての啓

発や理解増進についてお答えいたし

ます。 

 聞き取り困難症や聴覚情報処理障

害のある児童生徒は、教室の雑音で

先生の声や友達との会話が聞き取り

にくいことから誤解されやすく、学

校生活において困難を経験すること

があり、学習にも影響を与えること

があると言われております。 

 教育委員会といたしましても、児

童生徒や保護者への啓発、教職員の

理解が重要であると考えますことか

ら、啓発用リーフレットの配布や教

職員に向けた適切な支援方法に関す

る研修の開催など、学校と連携して

取組を進めてまいります。 

 現在、聴覚に障害のある児童生徒

に対しては教室の雑音軽減などの教

室環境の調整、音声を聞き取りやす

くする送受信機の貸出し、学習用端

末を使った視覚的サポートなどを行

っておりますが、聞き取り困難症や

聴覚情報処理障害のある児童生徒に

対しても一人一人の困難な状況に合

わせた支援に取り組んでまいりま

す。 

○議長（田窪秀道） 赤尾副市長。 

○副市長（赤尾禎司）（登壇） 物

価高騰対策についてお答えいたしま

す。 

 国の物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金につきましては、急激

な物価上昇により影響を受けている

市民生活や事業活動を支えるための

重要な財源であり、本市といたしま

しても、国の補正予算の成立後、速

やかに事業を開始できるよう、現

在、実施事業の検討を進めていると

ころでございます。 

 交付金の使途につきましては、国

が一定の事業例を示しております



 

 

が、地方自治体の判断により、地域

の実情に応じた独自事業に充当する

ことが可能となっており、本市とい

たしましては、市民の負担軽減に効

果的な支援策であり、かつ、幅広い

年齢層を対象とした事業が望ましい

と考えております。 

 河内議員さん御案内のおこめ券支

給事業につきましては、国が具体例

として示している事業の一つであ

り、また、食料品目の中でも、米の

価格上昇が特に大きいことから、有

効な支援策の一つであると認識して

おります。 

 一方で、物価高騰の影響は米のみ

ならず、食料品全般やその他日用品

など、多岐にわたっております。 

 こうした状況を踏まえ、本市とい

たしましては、おこめ券の支給や同

じく国が示すプレミアム商品券事業

など、地域の状況を踏まえた幅広い

物価高騰対応と、家計の実情に応じ

た消費支援が可能となる事業の実施

を検討してまいります。 

 なお、あかがねポイント事業につ

きましては、現在、物価高騰対応を

目的としたキャンペーンを実施して

おりますことから、今回の交付金を

活用した新たな事業は検討いたして

おりません。 

 また、高齢者のスマートフォン購

入補助につきましては、公平性の観

点等から、実施は困難であると考え

ております。 

 いずれにいたしましても、今後、

国の補正予算が成立し、本市への交

付額が明確になり次第、速やかに事

業に着手できるよう、準備を進めて

まいります。 

○議長（田窪秀道） 久枝福祉部

長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

福祉行政について、ほか１点につい

てお答えいたします。 

 まず、がん対策についてでござい

ます。 

 本市における医療用ウイッグと胸

部補整具助成を、西条市と同等の基

準で行った場合の費用といたしまし

ては、医療用ウイッグ、胸部補整具

ともに、１人当たりの助成額が上限

３万円で、申請の見込まれる110名

分で、総額330万円を想定いたして

おります。 

 事業開始につきましては、早期に

取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 相談窓口につきましては、愛媛県

がん対策推進計画において、特に力

を注いでいく取組の一つに、がん患

者の就労継続に向けた支援の充実を

掲げており、四国がんセンターの患

者・家族総合支援センターでは、ハ

ローワークや愛媛産業保健総合支援

センターとの連携により、就職相談

や治療と仕事の両立支援の取組が進

められております。 

 また、サポートブックにつきまし

ては、愛媛県が令和７年３月に実施

した県内の企業や事業所へのアンケ

ート調査結果から、がん患者の就労

の実態の把握や課題の抽出を行い、

企業や事業所向けの就労支援ガイド

ブックの作成など、両立支援対策を

検討する予定と伺っております。 

 本市といたしましても、県や関係

機関と連携し、市のホームページや

市政だより等に掲載し、両立に関す

る相談窓口等の周知に努めてまいり

ます。 

 次に、男性産後鬱支援についてで

ございます。近年、男性の育児参画

や育児休業取得の促進などが進めら

れ、生活環境が大きく変化する中



 

で、出産・育児期の心身の負担は、

母親だけでなく父親にも生じており

ます。こうした背景から、父親の産

後鬱は育児に対する不安や仕事と育

児の両立への不安などを原因として

発生し、母親のメンタルヘルスや子

供の情緒面、行動面にも影響が及ぶ

ことが指摘されていることから、重

要な健康課題であると認識いたして

おります。そのため、父親のメンタ

ルヘルスにも目を向けた家族全体の

支援が必要であると考えておりま

す。 

 父親の相談支援体制につきまして

は、母子健康手帳発行や両親学級、

新生児訪問、乳幼児健診の際に、保

健師等の専門職が、母親だけでな

く、父親の健康状態や生活状況等の

情報を含め、家族全体のリスクアセ

スメントを行い、必要に応じて家庭

訪問や臨床心理士によるメンタルヘ

ルス相談、医療機関を紹介する等の

父親への継続的な支援を行っており

ます。 

 父親支援マニュアルにつきまして

は、父親支援の必要性や社会的背

景、事業の進め方等が整理されてい

る行政職員向けのマニュアルで、本

市の父親支援対策を検討する上で、

参考資料となり得るものと考えてお

ります。 

 にいはま子育て応援ブックすくす

くへの掲載や市ホームページ、ＬＩ

ＮＥを活用した周知啓発につきまし

ては、内容や取扱いを確認した上

で、市民向けの啓発資料の掲載を検

討し、相談窓口や情報提供の充実を

図ってまいります。 

 次に、健康マージャンについてで

ございます。 

 本市におきましては、高齢者が安

心して笑顔で暮らせる健康長寿のま

ちづくりを目指して、健康長寿地域

拠点づくり事業など、地域住民が自

ら介護予防に努め、地域ぐるみで介

護予防の意識を高められるよう取り

組んでいるところでございます。 

 本市では、健康マージャンへの取

組は行っておりませんが、認知機能

の向上、社会的つながりの強化や生

きがいづくりに効果があると考えら

れており、認知症予防や介護予防の

ほか、地域コミュニティーの活性化

や多世代交流の促進への貢献も期待

できること、また、ＰＰＫ体操への

参加が少ない男性の参加が期待でき

るなど、介護予防事業を推進してい

く上でも、有効な手段であると考え

ております。 

 高齢者施設や公民館等へマージャ

ンテーブルやマージャンパイを整備

するには、費用や使用する場所など

の課題もありますことから、他市の

取組を参考にし、愛好者の御意見を

聞くなど、健康マージャンの普及等

について研究を進めてまいります。 

 次に、聞き取り困難症、聴覚情報

処理障がいについてのうち、周知方

法及び研修についてでございます。 

 聞き取り困難症、聴覚情報処理障

害につきましては、診断基準や治療

方法はまだ確立されておらず、聴力

検査においても異常が見られないこ

ともあり、認知度も低いものと認識

いたしております。 

 周知方法につきましては、聞き取

り困難症、聴覚情報処理障害を含

め、その他の障害などにより、日常

生活で様々な困難を感じておられる

方がいらっしゃることから、新居浜

市障がい者自立支援協議会による理

解促進研修などにより、それぞれの

特性や対応、配慮について、周知啓

発を行ってまいります。 



 

 

 また、広報紙やＳＮＳ、ポスター

での周知につきましては、他市事例

等を参考に検討してまいります。 

 職員への研修につきましては、階

層別の基本研修におきまして、手話

や認知症、車椅子体験などに関する

研修を実施しており、今後におきま

しても、適宜必要な研修を実施して

まいります。 

 次に、合理的配慮についてでござ

います。 

 市の窓口等におきましては、これ

までも高齢者や様々な障害のある方

に、ゆっくりと話す、筆談や音声を

文字化する機能のあるタブレットを

活用するなど、丁寧なコミュニケー

ションを心がけてまいりましたが、

聞き取り困難症、聴覚情報処理障害

に限らず、障害のある方などから合

理的配慮の御要望がありましたら、

適切な対応に努めてまいります。 

○議長（田窪秀道） 藤田経済部

長。 

○経済部長（藤田清純）（登壇） 

ふるさと納税についてお答えいたし

ます。 

 まず、直近３年間の寄附額と件数

の推移につきましては、令和４年度

は寄附額５億5,276万7,000円、件数

２万1,969件。令和５年度は寄附額

５億4,563万7,133円、件数２万

1,904件。令和６年度は寄附額４億

7,429万2,000円、件数１万9,048件

となっております。 

 次に、本市が抱える主な課題につ

きましては、近隣自治体と比較し

て、本市の産業構造は事業者向けの

中間商品の製品が多く、消費者に提

供される最終商品が少ないという特

性があり、返礼品の面で寄附をされ

る方に選ばれにくいという点が課題

であると認識いたしております。 

 次に、本市ならではの魅力を打ち

出すための取組につきましては、地

域資源を生かした返礼品の開発に向

け、市内の事業者を訪問し、意見交

換等を行っております。 

 御案内の本市特産の白芋は、生芋

や加工品を返礼品として提供してお

りますが、なおラインナップの拡充

が望まれているところでございま

す。 

 また、登山体験につきましては、

現在のところサービスを提供できる

事業者がない状況でございますが、

これらストーリー性のある返礼品が

提供できますと、他の自治体との差

別化が図れますので、事業者の御意

見等を取り入れながら、本市の魅力

を生かした新たな返礼品の開発に取

り組んでまいります。 

 次に、現地決済型ふるさと納税に

つきましては、観光客の多い自治体

等において成果を上げており、地元

事業者の売上げ増加が期待されると

ともに、地域経済への直接的な効果

が見込まれる取組であると認識いた

しております。今後もこのような新

しい手法についても模索し、ふるさ

と納税が本市の発展に貢献できるよ

う、取り組んでまいります。 

 以上で、答弁を終わります。 

○議長（田窪秀道） 再質問はあり

ませんか。河内優子議員。 

○９番（河内優子）（登壇） 丁寧

な答弁、ありがとうございました。

市民の方は自宅に近いスーパーであ

かがねポイントを利用できることを

望まれております。使いやすいあか

がねポイントの加盟店の拡大につい

てお伺いします。 

 あかがねポイントを利用できてい

ない方への支援について、何か検討

されていることがございましたら教



 

えてください。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。赤尾副市長。 

○副市長（赤尾禎司）（登壇） 河

内議員さんの再質問にお答えいたし

ます。 

 まず、１点目にあかがねポイント

の加盟店の拡大についてでございま

すけども、現在、11月末時点での加

盟店舗数につきましては、変更前の

アプリ運営時と大体同水準の359店

舗となっており、業種につきまして

も、飲食、食料品販売、またガソリ

ンスタンドなど、幅広い業種の店舗

に加盟いただいている状況でござい

ます。 

 また、現在、10月からの新アプリ

への切替えを契機に、大手飲食チェ

ーン店での取扱いがスタートするな

ど、店舗拡大の取組を進めておりま

すが、引き続き事務局との連携によ

り、利用者のニーズに沿ったさらな

る加盟店の拡充に努めてまいりたい

と考えております。 

 また、２点目の現在スマホを使っ

てない方への対応についてでござい

ますけども、今現在、こういったキ

ャンペーンの期間中につきましては

検討しておりません。また今後につ

きましては、アプリの新会社とも引

き続き検討していきたいなと考えて

おります。 

○議長（田窪秀道） 再質問はあり

ませんか。河内優子議員。 

○９番（河内優子）（登壇） 丁寧

な答弁、ありがとうございました。

一人でも多くの市民の方に、この重

点支援交付金が使われますよう、検

討していただきますように要望させ

ていただきます。 

 以上で質問を終わります。ありが

とうございました。 


